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住居給付金に関する届出について

修習給付金のうち住居給付金については、同封の修習給付金案内に記載のとおり、

新たに支給に関する要件を具備した場合のほか、住居給付金の支給を受けている司

法修習生の居住の実情に変更があった場合にも届出が必要となります（ 「司法修習

生の規律等について」第4の2に基づく住所変更の届出とは別に、 「司法修習生の

修習給付金の給付に関する規則」第5条に基づく届出が必要となります。 ） 。
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ますので 注意してください

なお、各種住居届の様式は、同封の修習給付金案内に掲載されているほか、最高

裁判所のウェブサイト及び司法修習生用ポータルサイト （同サイトの運用開始後に

限る。 ）からダウンロードすることもできます。


